
村山市監査委員公告第 11号 

 

監査の結果に基づき講じた措置について 

 

地方自治法第 199 条第 12 項の規定により、監査の結果に基づき講じた措置につい

て公表します。 

 

平成 30年 3月 28日 

 

村山市監査委員  古 瀨 忠 昭 

 

村山市監査委員  佐 藤 昌 昭 

 

1．監査の種類 

  平成２９年度 定例監査 

 

2．措置を講じた対象課等 

  別紙のとおり 

 

3．監査の期間 

  別紙のとおり 

 

4．監査の結果及び講じた措置内容 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  別 紙 

【子育て支援課】 

 監査の期間：平成 29年 11月 15日（水）～11月 28日（火） 

監査の結果（注意事項） 措置状況 

 放課後児童クラブ利用料助成金支給

事業における支払い時期について 

 同要綱第 11条では、支給時期につい

て、「10 月及び 4 月に前月分までの助

成金を支給する者とする」と規定して

いるが、平成 28年度分に関しては、 

1 年分を一括して本年 4 月に支給され

ていた。 

 

 各放課後児童クラブに対し、要綱を確認

し、支給の該当がある場合には、年 2 回請

求できることを周知徹底していくこととし

ました。 

 

 

  

 

 

【生涯学習課】 

 監査の期間：平成 30年 2月 7日（水）～2月 21日（水） 

監査の結果（注意事項） 措置状況 

 契約締結事務において、手続の一部

に不備があるものがある。 

 1 者随意契約で契約の締結がなされ

ているが、「村山市契約に関する規則」

に則した方法による契約手続がとられ

ておらず、改善を要する。 

（市民会館関係） 

 

 契約等に関する規則・法令を理解し、規

則等に基づいた事務処理をするよう指導し

ました。 

 また、管理監督者としても十分注意を払

っていきます。 

 勤務条件等を定めた設置要綱がある

が、その要綱に則した勤務がなされて

おらず、改善を要する。 

（最上川美術館関係） 

 施設を所管する生涯学習課において、施

設任せにはせず、適宜、出勤簿など書類の

確認をしながら、適正な出勤管理を指導し

ていきます。 

 しかし、平成１６年の開館当時からこれ

まで具体的に設置要綱を示していなかった

こと等から、ゆるやかに是正していきたい

と考えています。 

 

 

 

 

 



【商工観光課】 

 監査の期間：平成 30年 2月 14日（水）～3月 6日（火） 

監査の結果（注意事項） 措置状況 

「村山市公の施設の管理に関する基本

協定書」第 21条の規定によると、毎年

度、各項に示した事項を記載した業務

報告書を指定する期日までに提出する

こととされている。しかしながら、提

出された報告書について、記載内容の

一部に不備が認められるものがある。 

 特に、次の 3 項目に関しては、協定

内容どおりに事業が実施されているか

どうかを確認する基本となる部分であ

り、より詳細な記載内容の報告書を作

成のうえ提出されたい。 

 ①管理施設の利用状況 

 ②料金収入の実績及び管理経費等の 

  収支状況 

 ③自主事業の実施状況に関する事項 

 「村山市公の施設の管理に関する基本協

定書」第 21条に基づき提出された報告書を

精査し、適正な事務処理に努めます。 

 

 契約締結事務において、手続の一部

に不備があるものがある。 

 1 者随意契約で契約の締結がなされ

ているが、「村山市契約に関する規則」 

（昭和 39年規則第 4 号）に則した方法

による契約手続がとられておらず、改

善を要する。 

 「村山市契約に関する規則」に基づき、

契約締結時には内容等を確認し、適正な事

務処理に努めます。 

 徳内ばやし振興事業補助金の交付手

続において、交付申請を受けた後、す

みやかに交付決定すべきであるが、 

1 か月半後に交付決定をしているもの

がある。補助金等交付に関しては、「村

山市補助金等交付規則」（昭和 37年 

  規則第 13号）に則して手続を行う

こととされている。同規則第 6 条に従

い、交付申請があった際は、すみやか

に交付決定をするようにされたい。 

 「村山市補助金等交付規則」に則した手

続を行い、速やかな事務処理に努めます。 

 

 



【一般社団法人 観光物産協会】 

 監査の期間：平成 29年 11月 21日（火）～12月 20日（水） 

監査の結果（注意事項） 措置状況 

《指摘事項》 

(1)領収書の添付がなされていないも

のがある。 

(2)旅費支給における内訳の記載がな

されていないものがある。 

(3）協定書等に基づく義務の履行が適

切に行われていない項目がある。 

 次の事項について、詳細な内容を記

載した報告書を作成の上、提出すべき

である。 

 ①管理施設の利用状況 

 ②料金収入の実績及び管理経費等の 

  収支状況 

 ③自主事業の実施状況に関する事項    

 

 

今後、領収書の添付漏れがないよう処理に

あたります。 

今後、内訳の記入・別紙の添付漏れがない

よう処理にあたります。 

今後、基本協定書に基づく報告書の提出な

ど事務処理を徹底します。 

 

《注意事項》 

(1)前回（平成 25年 11 月）の監査にお  

 いて指摘した項目について、 

  改善の措置がなされていないもの 

 がある。 

(2)契約書、請書に契約年月日が記載さ 

 れていないものがある。 

(3)不備な請求書にもとづく支払いが

ある。 

 

 

伝票の処理、記入漏れ、押印漏れ、支払い

の処理など、速やかに改善し、事務処理に

あたります。 

 

今後、記載漏れがないように処理に当りま

す。 

今後、目的に合わないような不備な支出は

確実に、おこなわないよう事務処理を徹底

します。 

 


